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自動車の検査手数料額と納付方法が変わります 

平成２０年１月１日から実施 
 

  改正概要 
  平成２０年１月１日より、車検場に車両を持ち込む場合の検査手数料の額と納付方法
が変わります。 

  現在、検査手数料は、国に「自動車検査登録印紙」により納付して頂いておりますが、
平成２０年１月１日から、国に「自動車検査登録印紙」自動車検査独立行政法人に「自

動車審査証紙」により、納付して頂くこととなります。 

 一般的な検査の場合、国の手数料は現行１，４００円～１，５００円から一律４００

円に、自動車検査独立行政法人の手数料は、１，３００円～１，７００円となります。 

合計額で継続検査３００円、新規検査６００円の値上げとなります。 

 国と自動車検査独立行政法人の検査手数料の納付は、同一窓口で手続きが出来ます。 

 

 平成２０年１月１日以降、車検場に車両を持ち込む場合の検査手数料内訳は下表のと

おりです。 

自動車検査独立行政法人 
（基準適合審査にかかる手数料）

国 
（自動車検査証の交付に係る手数料）

 

金 額 納付方法 国 納付方法 
普通車 １，４００円継続検査 
小型車 １，３００円

普通車 １，７００円新規検査等 
小型車 １，６００円

限定検査証の提出がある場合   ９００円

 
 
自動車審査

証 紙 

 
 
４００円 

 
 
自動車検査

登録印紙 

詳しい内容は、別添チラシのとおり。 
 
 

＜問い合わせ先＞ 

 九州運輸局自動車技術安全部技術課 

       担当：井上、小宮  

電話０９２－４７２－２５３９ 

 








